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各私立小・中・高等学校・中等教育学校設置者 様 

高等課程を持つ各私立専修学校設置者 様 

 

                      愛知県県民文化局長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

学校の教育活動再開に向けた対応について（通知） 

 

学校における教育活動の円滑な再開に向けた対応については、令和２年５月

４日付け２学振第２４２号で通知したところですが、本県が導入した社会活動・

経済活動の再開を判断する指標を踏まえ、愛知県教育委員会が、教育活動再開に

向けた段階的な対応を下記のとおり変更し、別紙１により県立学校長あてに通

知し、別紙２により各教育事務所長・支所長経由で市町村教育委員会に周知しま

したので、参考にしてください。 

記 

１ 学校再開準備期間を５月１８日（月）から５月２４日（日）までとする。 

２ 学校再開を１週間前倒して、５月２５日（月）からとする。 

３ 学校再開後、分散登校・時差登校を基本とする期間を１週間程度とし、円滑

に学校運営ができることを確認した上で、６月１日（月）から通常授業とする。 
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